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第１回南相馬市議会定例会市長提出議案の要旨 

平成２８年３月２日提出 

Ⅰ 件数   ６１件  

【内訳】議案 ６０件 （計画関係１件 条例関係２１件、予算関係３０件、その他
８件） 

     報告  １件 
 

Ⅱ 議案の要旨  

≪計画関係≫  

議案第１号 南相馬市新市建設計画の変更について 

【趣旨】 

東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正

する法律において、被災自治体において合併特例債を起こすことができる期間が１

０年間延長されたことから、平成２８年度以降においても魅力あるまちづくり等に

合併特例債を活用するため、計画期間を変更するもの。 
 
【主な内容】 

１ 変更内容 

  ・合併特例債を有効に活用するため計画期間を１０年間延長 

    変更前 平成１７年度から平成２７年度まで 

    変更後 平成１７年度から平成３７年度まで 

  ・計画期間の延長に併せて人口推計等を見直す 

  ・計画期間の延長に併せて財政推計を見直す 

  ・その他現状を踏まえた文言の整理 

 

２ 計画の新旧対照表 

  資料（Ｐ３３～Ｐ４２）のとおり 

 

３ 変更日 議決日（平成２８年３月２４日） 

 

≪条例関係≫  

議案第２号 
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定に

ついて 

【趣旨】 

  行政不服審査法の改正に伴い、必要な改正を行うもの。 
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【主な内容】 

１ 法改正の概要 

  行政不服審査法は、公正性の向上、利便性の向上の観点から次の項目について改 

正がなされた。（公布日 平成２６年６月１３日 施行日 平成２８年４月１日） 

（１）公正性の向上 

  ① 審理員制度の導入 

審査請求の審理について、原処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指

名する審理員が、審査請求人と処分庁の主張の審理を行うもの。 

② 行政不服審査会への諮問手続の新設 

    審査庁の判断の妥当性を第三者の立場からチェックするもの。 

（２）利便性の向上 

  ① 不服申立期間の延長 

不服申立てをすることができる期間を、現行６０日を３か月に延長するもの。 

② 審査請求への一元化 

不服申立ての種類が「異議申立て」と「審査請求」の２つが原則「審査請求」

に一元化されるもの。 

 

【現行法と改正法の審査の流れ】 

                   

現行法    処 分         改正法    処 分  

                     

  不服申し立て  審 査 請 求 

     

 （処分庁・審査庁）          （審査庁） 

受付・形式的審査          受付・形式的審査   

     

                      審査庁が審理員を指名 

実質的審査              

                 審理員による審理 

裁決・決定            審理員意見書提出 

                   

                 行政不服審査会への諮問・答申 

                     

                      裁 決 
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２ 関係条例の改正 

（１）南相馬市情報公開条例及び南相馬市個人情報保護条例の一部改正 

① 審理員の指名を不要とすることを加える改正（情報第１８条・第１８条の２、

個人第２９条・第２９条の２関係） 

改正法において、条例に基づく処分については条例で特別の定めをすれば、審

理員の指名及び行政不服審査会への諮問を不要とすることができることとされ

ており、南相馬市情報公開条例及び南相馬市個人情報保護条例に基づく決定並び

にこれらの不作為に係る審査請求については、外部の知見者を構成員とする情報

公開（個人情報保護）審査会に諮問をし、審理が行われていることから、審理員

の指名及び行政不服審査会への諮問を不要とする改正を行うもの。 

（２）南相馬市行政手続条例、南相馬市職員の給与に関する条例、南相馬市職員の退

職手当条例、南相馬市税条例、南相馬市固定資産評価審査委員会設置条例及び南

相馬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 

   審査請求の一元化に伴い、用語等の整理をするもの。 

    

３ 施行日 平成２８年４月１日 

 

 

議案第３号 南相馬市行政不服審査会条例制定について 

【趣旨】 

  行政不服審査法第８１条第１項の規定に基づく審査会を設置するため、新たに条

例を制定するもの。 
 
【主な内容】 

１ 制定の概要 
定める項目 条 内   容 

設置 第１条 
行政不服審査法第８１条第１項の規定に基づき、市長の附属機

関として南相馬市行政不服審査会を設置する。 

組織 第２条 委員 ３人 

委員 第３条 

・委員は、公正な判断ができ、かつ、法律又は行政に関して優

れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

・委員の任期 ３年 

・委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、その職

を退いた後も同様とする。 

罰則 第９条 
秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金 

に処する。 
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２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

  新たに行政不服審査会の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償を規定するとと

もに、文言整理をするもの。 

区 分 報 酬（日額） 費用弁償 

行政不服審査会の委員、専門委員 ６，５００円 １，５００円 

情報公開審査会の委員 ６，５００円 １，５００円 

個人情報保護審査会の委員 ６，５００円 １，５００円 

 

３ 施行日 平成２８年４月１日 

 

議案第４号 
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について 

【趣旨】 

  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部改正に伴い、必要な改正を行うもの。 
 
【主な内容】 

１ 法改正の概要 

  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律は、地方公務員につ

いて、人事評価制度の導入により能力及び実績に基づく人事管理の徹底が図られた

ことから、所要の改正を行うもの。 

２ 関係条例の改正 

（１） 南相馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、南相馬市職員の給与に関す

る条例及び南相馬市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正 

① 等級別基準職務表について（給与に関する条例第４条関係） 

    地方公務員法第２５条第３項第２号において、給与に関する条例に「等級別

基準職務表」を定めることが規定されたことから改正するもの。 

② 条項移動に伴う改正（上記３条例の第１条関係） 

    地方公務員法の改正において、改正前の法第２５条第６項が改正後同条第５

項に移動したことに伴い改正するもの。 

（２）南相馬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正 

   人事行政の運営状況について長に対する報告事項を定めた地方公務員法第５

８条の２第１項が改正され、「人事評価の状況」「退職管理の状況」等が追加され

るとともに、「勤務成績の評定」が削られたことを受け、同様の改正をするもの。 

 

３ 施行日 平成２８年４月１日 
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議案第５号 

 

議案第６号 

 

議案第７号 

 

議案第８号 

南相馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定に

ついて 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例制定について 

南相馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

【趣旨】 

  平成２７年福島県人事委員会勧告に準じて、一般職員等の給与等について総合的

見直しを行うため、必要な改正を行うもの。 
 
【主な内容】 

１ 改正内容 

（１）福島県人事委員会による勧告内容 

   平成２７年４月の公民較差に基づく給与改定 

   ・給料の民間較差（０．１７％）を若年層に重点を置き、全ての号給の引上げ 

   ・地域手当の支給割合に応じ、０．５％～２％引上げ 

   ・特別給（期末・勤勉手当）を０．１月分引上げ 

 

（２）条例改正内容 

  ① 月例給 

   ・給料表を全ての号給について引上げ改定 

   （平均改定率０．３％引上げ、初任給について２，４００円の引上げ） 

   ・特定任期付職員及び再任用職員について、各号俸１，０００円を上限に引上

げ改定 

   ・実施時期 平成２７年４月１日 

 

  ② 地域手当 （職員の給与条例第１１条の２関係） 

    国家公務員に対しとられた措置に準じて支給割合を引上げ改定 

区分 
改正後 

改正前 
平成27年4月1日適用 平成28年4月1日実施 

東京都区内

勤務職員 
１００分の１８．５ １００分の２０ １００分の１８ 

医師職員 １００分の１５．５ １００分の１６ １００分の１５ 

 

  ③ 賞与（期末・勤勉手当） 

   年間支給月数を０．１月分引上げ（引上げ分を勤勉手当に配分） 
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区 分 

改正後 
改正前 

平成27年12月1日適用 平成28年4月1日実施 

6月期 12月期 6月期 12月期 6月期 12月期 

一般職員 
期末手当 1.225 1.325 1.225 1.325 1.225 1.325 

勤勉手当 0.75 0.85 0.80 0.80 0.75 0.75 

再任用職員 
期末手当 0.65 0.75 0.65 0.75 0.65 0.75 

勤勉手当 0.35 0.40 0.375 0.375 0.35 0.35 

特定任期付職員 期末手当 1.50 1.60 1.525 1.575 1.50 1.55 

特別職及び議員 期末手当 1.50 1.60 1.525 1.575 1.50 1.55 

  

（３）単身赴任手当（職員の給与条例附則第４条関係） 

  ① 基礎額 

    ２６，０００円から３０，０００円に引上げ 

② 加算額 

限度額５０，０００円を７０，０００円に引上げ 
交通距離 改正後 改正前 

100ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上300ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満 8,000円 6,000円 

300ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上500ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満 16,000円 13,000円 

500ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上700ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満 24,000円 20,000円 

700ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上900ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満 32,000円 26,000円 

900ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上1,100ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満 40,000円 33,000円 

1,100ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上1,300ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満 46,000円 38,000円 

1,300ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上1,500ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満 52,000円 43,000円 

1,500ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上2,000ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満 58,000円 48,000円 

2,000ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上2,500ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満 64,000円 53,000円 

2,500ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上   70,000円 58,000円 

   実施時期 平成２８年４月１日 

 

議案第９号 
南相馬市帰還環境整備交付金基金条例の一部を改正する条例制定

について 

【趣旨】 

福島再生加速化交付金（帰還環境整備）実施要綱の改正に伴い、福島再生加速化

交付金の帰還環境整備事業計画期間が延長されたため、必要な改正を行うもの。 

 

【主な内容】 

１ 改正内容 

  福島再生加速化交付金の帰還環境整備事業計画期間については、原則、平成２５

年度から平成２９年度までの５年間とされていたが、福島再生加速化交付金（帰還
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環境整備）実施要綱の改正により、計画期間が平成３２年度まで延長されたことに

伴い、条例の終期を「平成３０年３月３１日」から「平成３３年３月３１日」に変

更するもの。 

 

２ 施行日 公布の日 

 

議案第１０号 南相馬市庁舎建設基金条例制定について 

【趣旨】 

  庁舎建設に要する経費の財源に充てるため、新たに条例を制定するもの。 
【主な内容】 

１ 概要 

  本庁舎は、建築後４７年が経過しており、老朽化が進み維持補修経費が年々増え

ている。また、現在の庁舎は分散型の配置であり、市民の利便性と行政効率の低下

を招いている。このことから、将来の耐用年数の到来時期に鑑み、新たな庁舎の建

設が必要となっていることから、庁舎建設に要する経費の財源に充てるため、新た

な条例を制定するもの。 

＜庁舎について＞ 

庁舎名 建築年 構造 
床面積

（㎡） 
現 況 等 

本庁舎 
昭和 43年 
（築 47年） 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 
４階建 4,413.77 

H20･21耐震工事済 
狭隘、雨漏り、配管等腐食 

西庁舎 
昭和 52年 
（築 38年） 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 
３階建 751.78 

３階部分増築 
狭隘 

東庁舎 
平成９年 
（築 18年） 

軽量鉄骨造 
２階建 1,049.56 

狭隘 
雨漏り、内壁下側腐食 

北庁舎 
平成 26年 
（築１年） 

軽量鉄骨造 
２階建 969.77 

 

南分庁舎 
昭和 54年 
（築 36年） 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 
平屋建 533.46 

旧法務局原町出張所 
雨漏り 

計   7,718.34  
 

２ 制定内容 

定める項目 条・項 内   容 

設置 第１条 
庁舎を建設する経費の財源に充てるため、地方自治法第２４１条

第１項の規定に基づき、南相馬市庁舎建設基金を設置する。 

積立 第２条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。 

管理、運用益 第３条 ① 金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法による保管
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金の処理、繰

替運用 

～ 

第５条 

などの管理 
② 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上
し、この基金に編入すること。 

③ 財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期
間及び利率を定め、歳計現金に繰り替えて運用することがで

きる。 

処分 第６条 
第１条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費

の財源に充てる場合に限り、処分することができる。 
 

３ 施行日  公布の日 

 

議案第１１号 

南相馬市東日本大震災等による被災者に対する国民健康保険税及

び介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

【趣旨】 

東日本大震災等による被災者に対する平成２８年度の国民健康保険税及び介護

保険料の負担軽減を図るため、必要な改正を行うもの。 
 

【主な内容】 

１ 国民健康保険税の減免（第３条関係）及び介護保険料の減免（第４条関係） 

 

 

減免適用年・月 

改正後 改正前 

① 避難指示等対象地域及
び上位所得層を除く旧

緊急時避難準備区域等 

平成28年4月 

～平成29年3月 

平成27年4月 

～平成28年3月 

② 旧緊急時避難準備区域
等のうち平成２７年度

中に指定が解除された

旧避難指示解除準備区

域（楢葉町の一部）の上

位所得層 

平成28年4月 

～平成28年9月 

平成27年4月 

～平成28年3月 

③ 避難指示等対象地域以
外の被災区域 

平成28年4月 

～平成29年3月 

平成27年4月 

～平成28年3月 

④ 上記①②③以外の地域 減免なし 減免なし 

  ※旧緊急時避難準備区域等とは、旧緊急時避難準備区域と既に指定が解除された

特定避難勧奨地点（南相馬市を含む。）、指定が解除された旧避難指示解除準備

区域（H26解除：田村市及び川内村の一部、H27解除：楢葉町の一部）の区域 

  ※上位所得層 【国保】 高額療養費算定基準所得額の世帯合算額が600万円を超 

区 分 
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            える世帯 

         【介護】 高額療養費の上位所得の判定基準を参考に設定 

             被保険者個人の合計所得金額633万円以上を基準 

  ※①の上位所得層のうち、③の減免基準（家屋の全半壊等）の対象となる場合は、

③に移行して減免となる。 

 

 ≪参考：保険税（料）対象者及び減免額等≫ 

区 分 国民健康保険税 介護保険料 

避難指示等対象

地域及び上位所

得層を除く旧緊

急時避難準備区

域等 

対象人数   16,838人 対象人数 16,548人 

減免額 1,543,772,000円 減免額 1,125,503,200円 

 

減免額の

費用負担 

災害臨時特例補助金（7/10） 

1,082,640,000円

 

減免額の

費用負担 

災害臨時特例補助金(7/10) 

787,852,240円 

特別調整交付金(3/10) 

463,132,000円

特別調整交付金(3/10) 

337,650,960円 

旧緊急時避難準

備区域等のうち

平成２７年度中

に指定が解除さ

れた旧避難指示

解除準備区域の

上位所得層 

対象人数 0人 対象人数 0人 

 

避難指示等対象

地域以外の被災

区域 

対象人数 723人 対象人数 435人 

減免額 66,286,000円 減免額 31,953,150円 

 

減免額の

費用負担 

特別調整交付金(8/10) 

53,028,000円 

 

減免額の

費用負担 

特別調整交付金(8/10) 

25,562,520円 

県負担(1/10) 

 6,629,000円 

市負担(1/10) 

 6,629,000円 

 

市負担(2/10) 

 6,390,630円 

 

２ 施行日 平成２８年４月１日 
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議案第１２号 
南相馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担額等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

  特定教育・保育施設等の利用者負担額の無料化を継続するため、必要な改正を行

うもの。 

 

【主な内容】 

１ 改正内容 

市内に住所を有する子どもの公立幼稚園・保育園及び私立保育園に係る平成２７

年度の利用者負担については、無料としているが、引き続き子育て支援を図るため、

平成２９年度まで無料化とするものである。 

 

２ 施行日 公布の日 

 

議案第１３号 
南相馬市子どもの遊び場条例の一部を改正する条例制定

について 

【趣旨】 

鹿島区に新たに子どもの遊び場を設置するため、必要な改正を行うもの。 
 
【主な内容】 

１ 改正内容（第２条関係） 

改正後 改正前 

名称 位置 

わんぱくキッズ�広場 
南相馬市原町区高見�二

丁目２２番地�の１ 

かしまわん�ぱく広場 
南相馬市鹿島��区鹿島字

北千倉２４番地の１ 
 

名称 わんぱくキッズ広場 

位置 南相馬市原町区高見

町二丁目２２番地の

１ 

 

２ 施行日 平成２８年４月１日 

 

 

議案第１４号 南相馬市みんなの遊び場条例制定について 

【趣旨】 

  屋内における子どもの遊び場の設置及び管理に関する事項を定めるため、新たに

条例を制定するもの。 
 
【主な内容】 



傍聴者用 

11 

 

１ 制定の概要 
定める項目 条 内   容 

名称・位置 第２条 
名称 南相馬みんなの遊び場 

位置 南相馬市鹿島区鹿島字広町１３番地 

休館日等 第３条 

休館日：水曜日、１月１日から同月３日まで及び１２月２９日

から同月３１日まで 

開館時間：午前９時から午後４時３０分まで 

使用者の範

囲 
第４条 

遊び場を使用することができる者は、次のいずれかに該当する 

もの 

・小学生以下の者及びその保護者 

・その他市長が適当と認める者 

使用料 第５条 無料 

使用の制限 

・使用者の遵

守事項 

第６条 

～ 

第７条 

【使用の制限】 

 次のいずれかに該当するときは、遊び場の使用を禁止し、退

去を命じ、又は入場の禁止を命じることができる。 

① 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。 
② 施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。 
③ その他管理上支障があるとき。 
【使用者の遵守事項】 

 使用者は、次の事項を守らなければならない。 

① 施設、設備等を滅失し、損傷し、又は汚損してはならない。 

② 館内で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。 

③ ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をしないこと。 

④ 危険な遊戯をし、又は公衆の使用に支障ある行為をしない

こと。 

⑤ 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込

まないこと。 

⑥ 動物を持ち込まないこと。 

⑦ 物品の販売その他これに類する行為をしないこと。 

⑧ その他職員の指示に従うこと。 

 

２ 施行日 公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める。 

      （株式会社Ｔポイント・ジャパンから引き渡しを受けた後に開所） 
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議案第１５号 南相馬市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

第６期介護保険事業計画に基づく介護保険料引き上げに伴う保険料負担軽減を

継続するため、必要な改正を行うもの。 
 
【主な内容】 

１ 改正の内容 

（１）保険料負担額の軽減（附則第６項関係） 

   介護保険料引き上げに伴う保険料負担額の軽減を図るため、平成２７年度同様、

平成２８年度においても、介護保険料の減免等の対象とならない者に対し、第４

期保険料と同額になる軽減措置を継続するため、改正するもの。 

 

 

○保険料段階別の保険料金額及び基準額に対する割合 

段  階 （ 対 象 者 ） 
基準額に 

対する 

割合 

第６期 
保険料 

（Ｈ27～Ｈ29） 

第５期 
保険料 

（Ｈ25～Ｈ26） 

第４期 
保険料 

（Ｈ21～Ｈ23） 

第１段階 

○ 生活保護を受けている人 

○ 世帯全員が市民税非課税で 

老齢福祉年金を受けている人 

○ 世帯全員が市民税非課税で、 

本人の合計所得金額＋課税年金収

入額が80万円以下の人 

基準額 
×0.45 

30,500円 28,300円 18,600円 

第２段階 

○ 世帯全員が市民税非課税で、 

前年の本人の合計所得金額＋課税

年金収入額が80万円超120万円以

下の人 

基準額 
×0.75 

50,900円 35,700円 
第５期新設

（23,400円） 

第３段階 

○ 世帯全員が市民税非課税であっ

て、前年の本人の合計所得金額＋

課税年金収入額が120万円超の人 

基準額 
×0.75 

50,900円 42,500円 27,900円 

第４段階 

○ 本人が市民税非課税の人であっ

て、（世帯内に市民税課税者がいる

場合）前年の本人の合計所得金額

＋課税年金収入額が 80万円以下

の人 

基準額 
×0.90 

61,100円 47,000円 30,800円 

第５段階 
（基準） 

○ 本人が市民税非課税の人であっ

て、（世帯内に市民税課税者がいる

場合）前年の本人の合計所得金額

＋課税年金収入額が 80万円超の

人 

基準額 
×1.00 

67,900円 

（月額 5,662円） 

56,600円 

（月額 4,772円） 

37,200円 

（月額 3,100円） 

第６段階 

ア 本人が市民税課税で合計所得金額

が120万円未満の人 

イ 本人が要保護者であって、当該段階
の額の適用により非保護者となるも
の 

基準額 
×1.20 

81,500円 61,200円 40,100円 
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第７段階 

ア 本人が市民税課税で合計所得金額

が120万円以上190万円未満の人 

イ 本人が要保護者であって、当該段階
の額の適用により非保護者となるも
の 

基準額 
×1.30 

88,300円 70,800円 46,500円 

第８段階 

ア 本人が市民税課税で合計所得金額

が190万円以上290万円未満の人 

イ 本人が要保護者であって、当該段階
の額の適用により非保護者となるもの 

基準額 
×1.50 

101,900円 84,900円 55,800円 

第９段階 
○ 本人が市民税課税で合計所得金額

が290万円以上の人 

基準額 
×1.70 

115,500円 99,100円 65,100円 

 

２ 施行日 公布の日 

 

議案第１６号 
南相馬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例制定について 

【趣旨】 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に

伴い、現行の南相馬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準

等に関する条例の全部を改正し、新たな条例を制定するもの。 
 
【主な内容】 

１ 改正の概要 

  平成２８年４月１日から指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準の一部改正により、地域密着型通所介護の創設が施行される。 

これにより、通所介護事業所のうち定員１８人以下の小規模事業所については、

市が指定権者となり、地域密着型サービス事業の地域密着型通所介護とし運営する

こととなったことから、その定員、設備、運営その他関連事項について、国の基準

に準じた改正を行うもの。 
             【小規模通所介護の移行】 

       ＜現 行＞                ＜改正後＞ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

県が

指定 

大規模型 

【前年度１月当たり平均利用延人員数：750人超】  
通常規模型 

【前年度１月当たり平均利用延人員数：300人超】  
小規模型 

【前年度１月当たり平均利用延人員数：300人以内】 
療養型 

【利用定員：9人以下】 

市 が

指定 
認知症対応型 

大規模型 
県が 
指定 

通常規模型 

大規模型／

通常規模型のサテライト型事業所 

地域密着型通所介護 

【利用定員18人以下】 
地域密

着型サ

ービス 
（市が

指定） 

小規模多機能型居宅介護の 

サテライト型事業所 

療養型 

【利用定員9人以下】 

認知症対応型 
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２ 事業者 

現在、市内で、福島県の指定を受けている利用定員１８人以下の通所介護事業所

は次の７事業所であり、施行期日到来を以て７事業所全てが地域密着型通所介護事

業所へ移行する予定である。 
地域密着型通所介護事業所への移行に際し、市の指定を受けたとみなされるため、

改めて南相馬市に対し指定申請書類等を提出する必要は無く、報酬単価も原則国が

定めるものとされていることから、事業者及び利用者にとって、サービスの提供及

び利用について特段の変更点は発生しない。 
法人名 事業所名称 事業所所在地 利用定員 

株式会社 相馬の里 
相馬の里 

デイサービスセンター原町 
原町区南町一丁目141 13 

株式会社 相馬の里 
相馬の里 

デイサービスセンター小高 
鹿島区寺内字横峯１７－７ 10 

株式会社 相馬の里 
相馬の里 

デイサービスセンター原町東 
原町区日の出町300 10 

株式会社 

 福祉ケアサービス 
デイズくにみの郷 原町区国見町二丁目１３-１ 14 

株式会社 ユニキャスト デイサービス 赤い風船 原町区深野字台畑２１－１ 15 

株式会社 ユニキャスト デイサービス 白い風船 原町区上太田字陣ヶ崎281-1 17 

仄々倶楽部合同会社 デイサービスほのぼの 原町区二見町２丁目２５ 16 

 

３ 施行日 平成２８年４月１日 

 

議案第１７号 

南相馬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する

条例制定について 

【趣旨】 

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

の一部改正に伴い、必要な改正を行うもの。 

 

【主な内容】 

１ 「運営推進会議」の設置について（第３９条関係） 

  指定介護予防認知症対応型通所介護事業者について、地域との連携と事業所運営

の透明性を確保するため、関係者で構成する「運営推進会議」の設置について新た

に規定するもの。 
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２ 施行日 平成２８年４月１日 

 

議案第１８号 南相馬市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

市内への企業立地及び市内企業の設備投資を促進するとともに、市内企業の復興

の加速化を図るため、必要な改正を行うもの。 

 

【主な内容】 

１ 改正内容 

（１）中小企業に係る交付要件の緩和規定の延長（附則第２項関係） 

   市内への企業立地を促進するため設けている中小企業に対する交付要件の緩

和（建物面積要件５００㎡を３００㎡、投下固定資産総額３，０００万円を２，

０００万円）については、平成２８年３月３１日までの期間を特例期間としてい

るものを平成３２年３月３１日まで４年間延長するもの。 

（２）助成金の特例期間の削除（附則第３項及び第５項関係） 

   平成２８年３月３１日までの間、国・県の補助対象経費から補助金を差し引い

た経費について助成金の対象としている特例期間について、国・県の補助金の期

間延長に伴い特例期間を削り、また市内への企業立地を継続して促進するため条

例の失効規定（終期）を削るもの。 

 

２ 施行日 公布の日 

 

議案第１９号 
南相馬市中小企業支援仮設施設整備事業に係る仮設施設の無償貸

付及び譲渡に関する条例制定について 

【趣旨】 

  中小企業基盤整備機構が整備した仮設施設の無償貸付及び譲渡に関し必要な事

項を定めるため、新たに条例を制定するもの。 
【主な内容】 

１ 事業概要 

中小企業基盤整備機構が整備する仮設施設については、仮設施設完成から基本的

には１年後に市に譲渡される。また、仮設施設の完成から５年を経過した施設は譲

渡が可能となることから条例を制定する。 
 
２ 仮設施設について 

中小企業基盤整備機構が整備し、市に譲渡された仮設施設 

NO 所在地 用途 区画数 

１ 原町区信田沢 仮設事務所 24 



傍聴者用 

16 

 

２ 原町区信田沢（東棟） 仮設工場 1 

３ 原町区信田沢（西棟１） 仮設工場 1 

４ 原町区信田沢（西棟２） 仮設工場 1 

５ 原町区信田沢（西棟３） 仮設工場 1 

６ 原町区信田沢（南棟） 仮設工場 3 

７ 原町区萱浜 南相馬市放射線対策総合センター 9 

８ 原町区金沢 仮設宿泊施設 6 

９ 原町区北原 仮設店舗・事務所 1 

10 鹿島区西町 仮設店舗 11 

11 鹿島区寺内字横峯 仮設事務所 1 

12 鹿島区寺内字東前田 仮設工場・倉庫 2 

13 鹿島区寺内字三里 仮設店舗 7 

14 鹿島区鹿島字北畑 仮設事業所 15 

15 小高区東町 仮設スーパー 1 

 

３ 制定概要 

定める項目 条 内  容 

趣旨 第１条 

地方自治法第２３７条第２項の規定に基づき、中小企業支

援仮設施設整備事業により整備する仮設施設を事業者等に

無償で貸し付け、又は譲渡することに関し、必要な事項を

定めるもの。 

仮設施設の無

償貸付 
第３条 

次の各号のいずれかに該当する者に対し、仮設施設を無償

で貸し付けることができる。 

①平成２３年３月１１日において市内で事業を行っていた

特定事業者（東日本大震災により著しい被害を受けた事業

者） 

②本市において復興を目指す事業者等又は復興に寄与する

事業者等 

貸付期間 第６条 

仮設施設の貸付期間は、１年以内とする。ただし、市長が

特に必要と認めるときは、入居期間を延長することができ

る。 

仮設施設の返

還 
第７条 

入居者は、入居期間が終了したとき、又は入居者が事業を

行わなくなったときは、仮設施設を市長に返還しなければ

ならない。 

損害賠償等 第８条 

・入居者は、貸付けを受けた仮設施設を損傷し、又は亡失

したときは、速やかに市長に届け出なければならない。 

・仮設施設の損傷又は亡失が入居者の故意又は過失により

認めた場合は、入居者は自己の責任において修理し、又は
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損害を賠償するものとする。 

仮設施設の譲

渡 
第１０条 

・市長は、基本契約書の規定に基づき、使用が終了した仮

設施設を無償で譲渡することができる。 

・仮設施設の譲渡は、棟単位とする。 

・移設及び撤去に係る費用は、譲渡を受ける者が負担する。 

 
４ 施行日 公布の日から施行し、平成２４年３月３０日から適用  

 

議案第２０号 
南相馬市民情報交流センター条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

【趣旨】 

  市民情報交流センターの休館日及び開館時間の変更並びに新たに市民が利用で

きる施設を加えるため、必要な改正を行うもの。 

 

【主な内容】 

１ 改正内容 

 （１）休館日及び開館時間の変更 

    市民情報交流センターは、東日本大震災後、施設全体の効率的な管理面から、

休館日及び開館時間を中央図書館と同様とする暫定的な運営を行っている。今

回、施設全体の効率的な管理を継続するため、暫定的に運営している休館日等

を正規のものとするため改正を行うもの。 

区分 改正前 改正後 

休館日 

・毎月第２月曜日 

・１月１日から同月３日まで及

び１２月３１日まで 

・毎週月曜日 

・１月１日から同月３日まで及び１

２月２９日から同月３１日まで 

開館時間 
・午前８時３０分から午後９時

まで 

・火曜日から金曜日  

午前８時３０分から午後８時まで 

・土、日曜日及び祝日  

午前８時３０分から午後５時まで 

 

 （２）クラフトルームの追加 

  クラフトルームは、図書館ボランティア団体等が使用する施設として利用を限定

しているが、市民団体等から貸施設として使用したいという要望を受けて、次のよ

うに規定するもの。 

区分 使用料 供用時間 

クラフトルーム １時間につき ６００円 

・火曜日から金曜日  

午前９時から午後８時まで 

・土、日曜日及び祝日  
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午前９時から午後５時まで 

 

２ 施行日 平成２８年４月１日 

 

議案第２１号 
南相馬市子どもの利用に係るスポーツ施設の使用料又は利用料金

の免除に関する条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

子どものスポーツ施設の使用料又は利用料金の免除を継続するため、必要な改正

を行うもの。 
【主な内容】 

１ 改正概要 

  条例制定の際、条例の終期を平成２８年３月３１日限りとしたが、引き続き子ど

もたちの運動機会を提供する必要があるため、終期を平成３０年３月３１日に変更

するもの。 

  

２ 施行日 公布の日 

 

議案第２２号  専決処分の報告及びその承認について 

【趣旨】 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、南相馬市税条例の一部を改正する

条例の一部を改正する条例制定を専決処分したので、同条第３項の規定により報告

し、承認を求めるもの。 

 

【専決第 20号 南相馬市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定

について 平成27年12月25日専決】 

【趣旨】 

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の施行に伴い、平成２７年第５回定例会（９月議会）において、市税に係る申

告事項等に個人番号又は法人番号等を加えるため、南相馬市税条例の一部改正

を行ったが、平成２８年度の税制改正（平成２７年１２月２４日閣議決定）に

おいて、マイナンバーの記載に係る本人確認手続やマイナンバー記載書類の管

理負担を配慮し、一定の書類についてマイナンバーの記載を不要とする見直し

が行われたことから改正をするもの。 
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 【主な内容】 

１ 改正の概要  

条 項 ９月の改正 今回の改正 

第５１条第２項第１号

（市民税関係） 

納税義務者の氏名又は名

称、住所若しくは居所又

は事業所若しくは事業所

の所在地及び個人番号又

は法人番号 

納税義務者の氏名及び

住所又は居所（法人にあ

っては、名称、事務所又

は事業所の所在地及び

法人番号） 

第１３９条の３ 

（特別土地保有税関

係） 

納税義務者の住所、氏名

又は名称及び個人番号又

は法人番号 

納税義務者の氏名又は

名称及び法人番号 

   ※個人番号を記載事項から削除 

 

２ 施行日 平成２８年１月１日 

 

≪補正予算関係≫ 

 

議案第２３号 

 

議案第２４号 

 

議案第２５号 

 

議案第２６号 

 

議案第２７号 

 

議案第２８号 

 

 

議案第２９号 

 

議案第３０号 

 

 

議案第３１号 

 

議案第３２号 

 

議案第３３号 

 

 

平成２７年度南相馬市一般会計補正予算について 

 

平成２７年度南相馬市国民健康保険特別会計補正予算について 

 

平成２７年度南相馬市介護保険特別会計補正予算について 

 

平成２７年度南相馬市育英資金貸付特別会計補正予算について 

 

平成２７年度南相馬市簡易水道事業特別会計補正予算について 

 

平成２７年度南相馬市亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計補

正予算について 

 

平成２７年度南相馬市農業集落排水事業特別会計補正予算につい

て 

平成２７年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計補正予算につ

いて 

 

平成２７年度南相馬市太田財産区特別会計補正予算について 

 

平成２７年度南相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

 

平成２７年度南相馬市水道事業会計補正予算について 
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議案第３４号 

 

議案第３５号 

 

議案第３６号 

平成２７年度南相馬市病院事業会計補正予算について 

 

平成２７年度南相馬市工業用水道事業会計補正予算について 

 

平成２７年度南相馬市下水道事業会計補正予算について 

 

≪当初予算関係≫ 

議案第３７号 

 

議案第３８号 

 

議案第３９号 

 

議案第４０号 

 

議案第４１号 

 

議案第４２号 

 

議案第４３号 

 

 

議案第４４号 

 

議案第４５号 

 

議案第４６号 

 

議案第４７号 

 

議案第４８号 

 

議案第４９号 

 

議案第５０号 

 

議案第５１号 

 

議案第５２号 

平成２８年度南相馬市一般会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市国民健康保険特別会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市介護保険特別会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市育英資金貸付特別会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市簡易水道事業特別会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市介護サービス事業特別会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計予

算について 

 

平成２８年度南相馬市農業集落排水事業特別会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市太田財産区特別会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市後期高齢者医療特別会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市宅地造成事業特別会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市水道事業会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市病院事業会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市工業用水道事業会計予算について 

 

平成２８年度南相馬市下水道事業会計予算について 
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≪その他≫ 

議案第５３号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるものである。 

【主な内容】 

契 約 の 目 的 
過年発生公共災害復旧事業（北泉海浜総合公園）建築主体工 
事 

施 工 場 所 南相馬市原町区北泉字地蔵堂地内 
契 約 の 金 額  ２６１，３６０，０００円 

工 期 契約締結日から平成２８年１２月２２日まで 

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

契約の相手方 
南相馬市原町区錦町一丁目１番地 
関場建設株式会社 

 

議案第５４号 財産の取得について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

取 得 の 目 的 防災集団移転促進事業移転促進区域（北右田地区） 

取得する土地の表

示 

所在地など 

南相馬市鹿島区北右田字染師６４

番など計１１筆 

明細は別紙１のとおり 

Ｐ３２ 

合 計 １０，４２２．０５㎡ 

取 得 予 定 価 格 ２０，２５１，２７８円 

取 得 の 方 法 随意契約 

取 得 の 相 手 方  
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【進捗状況】筆数ベース（２０km圏外）        （２月１２日現在） 

区 分 対象筆数 契約完了筆数 割合 

鹿 島 区 ２，２６４ ２，０６２ ９１．１％ 
原 町 区 ２，４５７ ２，２３５ ９１．０％ 
合 計 ４，７２１ ４，２９７ ９１．０％ 

 
 【進捗状況】筆数ベース（２０km圏内）        （２月１２日現在） 

区 分 対象筆数 契約完了筆数 割合 

原 町 区 ６６１ ５３４ ８０．８％ 
小 高 区 １，７９２ １，２９５ ７２．３％ 
合 計 ２，４５３ １，８２９ ７４．６％ 

   ※今後、相続など共有持ち分により対象筆数が増減する。 
 
議案第５５号 

～議案第５９号 
損害賠償の額の決定及び和解について 

【趣旨】 

秘匿情報の漏えいにより損害を与えた相手方に対し、損害賠償の額の賠償及び和

解をするため、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により議会

の議決を求めるものである。 

【主な内容】 

１ 損害賠償の額 

NO 損害賠償の額 
内 訳 

備考 
引越等費用 家賃等 慰謝料 就労不能損害 

１ 2,244,079円 1,354,979円 589,100円 300,000円 ― 議案第55号 

２ 1,307,629円 551,509円 456,120円 300,000円 ― 議案第56号 

３ 1,958,587円 689,587円 57,000円 300,000円 912,000円 議案第57号 

４ 986,246円 478,265円 7,981円 500,000円 ― 議案第58号 

５ 737,720円 437,720円 ― 300,000円 ― 議案第59号 

計 7,234,261円 3,512,060円 1,110,201円 1,700,000円 912,000円  

※損害賠償の額は、市が負担する額 

 
２ 概要 

   平成２７年１月２２日、平成２７年度個人積算線量測定の申込書・同意書を各

世帯主宛てに送付した際、送付書類の中に記載すべきでない秘匿情報（配偶者

間・家庭内暴力の被害者の避難先住所）を誤って記載し、配偶者間・家庭内暴力

の加害者（世帯主）に、配偶者間・家庭内暴力の被害を受けている家族員（相手
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方）の避難先住所を送付してしまい、相手方に精神的苦痛を与えたものである。

転居が完了したことから相手方に対し、転居費、慰謝料等を賠償する。損害賠償

の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申立て､請求､

争訟等は行わないことで和解する｡ ただし、相手方が負担する平成２８年度以

降の家賃等については、別途協議する。 
 

議案第６０号 市道路線の認定、変更及び廃止について 

【趣旨】 

道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

１ 概要 

  災害公営住宅事業、沿岸部再生可能エネルギー、防災林整備事業等に伴い、市道

路線の認定、変更及び廃止をするもの。 

（１）認定 

  小高区 １路線 Ｌ＝２０７.４ｍ 

 鹿島区 １路線 Ｌ＝８４３.２ｍ 

 原町区 ５路線 Ｌ＝８２７.５ｍ 

  計  ７路線 Ｌ＝１,８７８.１ｍ 

（２）変更 

  小高区 １路線 Ｌ＝△５.０ｍ 

  鹿島区１９路線 Ｌ＝△７,２３３.０ｍ 

  原町区 ２路線 Ｌ＝△２,１５１.４ｍ 

    計 ２２路線 Ｌ＝△９,３８９.４ｍ 

（３）廃止 

  鹿島区４１路線 Ｌ＝１１,４４４.１ｍ 

  原町区 ３路線 Ｌ＝ １,０８２.０ｍ 

    計 ４４路線 Ｌ＝１２,５２６.１ｍ 

 

【主な内容】 

① 小高区 
内 容 路 線 名 総延長 幅 員 

認定路線 東町団地線 207.4m 6.0m 

変更路線 
変更前 

上根沢線 
1,301.8m 2.7m～7.9m 

変更後 1,296.8m 2.7m～7.9m 
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② 鹿島区 

内 容 路 線 名 総延長 幅 員 

認定路線 東４３１号線 843.2m 5.7m～10.7m 

変更路線 

変更前 
２級２号線 

1,210.1m 2.8m～8.5m 
変更後 691.5m 7.0m～8.5m 
変更前 

２級６号線 
3,178.2m 6.7m～8.0m 

変更後 3,338.2m 5.0m～8.0m 
変更前 

東６１号線 
3,160.8m 4.9m～10.7m 

変更後 698.0m 4.9m～7.8m 
変更前 

東１７３号線 
192.5m 3.1m 

変更後 246.6m 3.1m 
変更前 

東２４５号線 
499.6m 4.3m～5.1m 

変更後 188.0m 4.7m～7.0m 
変更前 

東２５８号線 
121.0m 1.5m 

変更後 134.4m 1.5m 
変更前 

東２６０号線 
89.9m 3.1m～6.0m 

変更後 125.0m 3.1m～6.0m 
変更前 

東２６２号線 
368.3m 3.0m～4.0m 

変更後 258.9m 3.0m～4.0m 
変更前 

東２６５号線 
1,218.7m 4.0m～5.3m 

変更後 800.9m 4.5m～5.3m 
変更前 

東２６６号線 
819.2m 4.0m～4.5m 

変更後 428.8m 4.0m 
変更前 

東２６７号線 
1,179.2m 3.5m～5.0m 

変更後 762.7m 3.5m～5.0m 
変更前 

東２６９号線 
893.2m 4.0m～4.5m 

変更後 492.4m 4.0m 
変更前 

東３２９号線 
1,043.7m 4.0m～4.5m 

変更後 508.1m 4.0m 
変更前 

東３３１号線 
923.4m 5.0m～5.5m 

変更後 301.8m 5.0m～5.5m 
変更前 

東３４７号線 
838.1m 3.8m～5.6m 

変更後 552.5m 4.0m～5.6m 
変更前 

東３７２号線 
253.6m 4.0m 

変更後 200.7m 4.0m 
変更前 

東３７３号線 
241.8m 4.0m 

変更後 200.8m 4.0m 
変更前 東４０１号線 1,410.5m 5.0m～10.6m 
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変更後 393.8m 5.0m～10.6m 
変更前 

東４０６号線 
766.8m 7.1m～13.7m 

変更後 852.5m 5.0m～13.7m 

廃止路線 

東２４６号線 201.1m 2.5m～4.6m 
東２４７号線 480m 1.8m～4.5m 
東２４８号線 444.5m 5.0m 
東２４９号線 426.3m 4.0m～5.0m 
東２５１号線 737.9m 4.0m 
東２５２号線 103m 3.0m～4.0m 
東２５３号線 342.1m 4.0m 
東２５４号線 354m 4.5m～5.0m 
東２５５号線 366m 4.0m～4.8m 
東２５６号線 354.4m 3.5m～6.0m 
東２５７号線 212.1m 4.0m 
東２５９号線 299m 2.6m～3.8m 
東２６１号線 137.6m 3.8m～4.8m 
東２６３号線 304.7m 3.5m～4.0m 
東２６８号線 1,222.6m 4.0m 
東２７２号線 183.1m 3.3m 
東２７３号線 98.8m 3.5m 
東３３０号線 673.8m 4.0m 
東３３８号線 630.1m 5.0m 
東３３９号線 124.6m 4.0m 
東３４５号線 734.9m 5.0m 
東３４６号線 228.3m 4.0m～4.5m 
東３５０号線 598.5m 4.0m～5.0m 
東３７５号線 128.7m 8.0m～8.5m 
東３７６号線 162.8m 2.2m～3.3m 
東３７７号線 58.6m 2.7m～3.3m 
東３７８号線 200.8m 3.0m～6.5m 
東３７９号線 62.9m 2.0m～5.4m 
東３８０号線 61.6m 2.4m～2.9m 
東３８１号線 81.7m 1.5m～2.8m 
東３８２号線 92.2m 1.8m～2.6m 
東３８４号線 91.9m 3.3m～5.2m 
東３８５号線 267.1m 2.8m～6.7m 
東３８６号線 141.5m 5.1m 
東３８７号線 86.6m 2.5m 
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東４０７号線 84.8m 2.7m～3.3m 
東４０８号線 169.4m 2.4m～4.5m 
東４０９号線 82.8m 2.3m～3.3m 
東４１０号線 85.6m 2.2m～3.0m 
東４１１号線 168.3m 1.8m～5.4m 
東４１２号線 159.4m 4.0m～4.5m 

③ 原町区 

内 容 路 線 名 総延長 幅 員 

認定路線 

栄町３号線 236.3m 6.0m 
萱浜団地１号線 93.8m 6.0m 
萱浜団地２号線 89.4m 6.0m 
上町団地１号線 311.0m 12.0m 
上町団地２号線 97.0m 6.0m 

変更路線 

変更前 
桜井下渋佐線 

4,160.1m 2.5m～16.6m 
変更後 3,045.5m 5.5m～16.6m 
変更前 

萱浜海岸１号線 
1,463.7m 4.0m～5.0m 

変更後 426.9m 4.0m 

廃止路線 
下渋佐線 541m 2.8m～4.6m 
東蔵前線 415.9m 4.0m～4.2m 
下渋佐５号線 125.1m 4.0m 

 

報告第１号 専決処分の報告について 

【趣旨】 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告するもの。 
 

【専決第１号 工事請負変更契約の締結について 平成２８年１月１８日専決】 

１ 専決処分の理由 

平成２７年第５回南相馬市議会定例会で議決を経た工事請負契約について、契

約内容の一部に変更が生じたため、平成２８年１月１８日付けで専決処分したも

の。 
２ 変更契約の内容 

契 約 の 目 的 鹿島区子どもの遊び場整備業務委託 

契 約 の 相 手 方 
東京都目黒区東山一丁目１７番１６号 

ＴＳＰ太陽株式会社 
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施 工 場 所 南相馬市鹿島区鹿島字北千倉地内 

契

約

金

額 

変更前 ３３４，８００，０００円 

変更後 ３４１，８２０，０００円 

増額する額   ７，０２０，０００円 

○主な変更内容 

 項  目 内  容 

⑴ 本体施設基礎工
法の変更 

 地質ボーリング調査結果による基礎工法の変更 

    ＜変更前＞       ＜変更後＞      

  地盤改良（補強）工法  回転貫入鋼管杭工法    

⑵ 
駐車場土壌改良

の追加 

 軟弱地盤に対応するため、土壌入れ替えによる土壌改良

を追加 

        ＜変更前＞   ＜変更後＞      

搬入出土壌量    －     Ｖ＝４００㎥ 

 

【専決第２号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２８年１月２８日専決】 

１ 損害を賠償し和解する相手方の住所及び氏名 

 
２ 損害賠償の額 

    １４２，３２２円 
     うち保険等により補てんされる額 １３９，９４６円 
     市が自ら負担する額         ２，３７６円 
 

３ 損害賠償の理由及び和解の内容 

平成２７年１２月１７日午後１時３０分頃、原町区金沢字物見山地内の市道金

沢３号線において、公用車が走行中、道路上の石を跳ね上げて、対向車線を走行

していた相手方車両のフロントガラスを損壊させたものである。 
損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申立

て、請求、訴訟等は行わないことで和解する。 
 

【専決第３号 工事請負変更契約の締結について 平成２８年２月５日専決】 

１ 専決処分の理由 

平成２６年第６回南相馬市議会定例会で議決を経た工事請負契約について、

契約内容の一部に変更が生じたため、平成２８年２月５日付けで専決処分した

もの。 

 

２ 変更契約の内容 
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契 約 の 目 的 
過年発生公共災害復旧事業 河川災害復旧（普通河川真野川

右支）工事 
施 工 場 所 南相馬市鹿島区烏崎字牛島地内外 

契 約 の 相 手 方 
南相馬市鹿島区岡和田字沢田８８番地 

後藤建設工業株式会社 

契

約

金

額 

変 更 前 ２９９，７００，０００円 

変 更 後 ２９５，４８８，０００円 

減額する額 △ ４，２１２，０００円  

 

○主な変更内容 

 項  目 内  容 

⑴ 施行区間の変更 

相馬港湾事務所が施工する真野川漁港災害復旧工事（南

導流堤）に伴い、本市と相馬港湾事務所との協定により、

相馬港湾事務所で施工する南導流堤摺付け区間にあたる

本工事の右岸の一部の区間を減工。 

     ＜変更前＞       ＜変更後＞ 

右岸 Ｌ＝６０３．２５m   L＝５１８．６４２m 

 土木の数量変更 
     ＜変更前＞      ＜変更後＞ 

築堤盛土 Ｖ＝7,647.3㎥   Ｖ＝7,456.0㎥ 

 法面工の数量変更 
     ＜変更前＞      ＜変更後＞ 

張芝   Ａ＝2,806.9㎡   Ａ＝2,505.9㎡ 

 護岸工の数量変更 

 ＜変更前＞      ＜変更後＞ 

矢板工  Ｎ＝３６２枚     Ｎ＝３１３枚 

平張ブロック工 Ａ＝4,157.0㎡ Ａ＝3,903.2㎡ 

 

【専決第４号 工事請負変更契約の締結について 平成２８年２月１２日専決】 

１ 専決処分の理由 

平成２６年第６回南相馬市議会定例会で議決を経た工事請負契約について、

契約内容の一部に変更が生じたため、平成２８年２月１２日付けで専決処分し

たもの。 

２ 変更契約の内容 

契 約 の 目 的 西川原第二災害公営住宅建設建築主体工事 
施 工 場 所 南相馬市鹿島区寺内字中才地内 

契 約 の 相 手 方 
南相馬市原町区青葉町一丁目１番地 

庄司建設工業株式会社 
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契

約

金

額 

変 更 前 ６６２，６０４，８４０円 

変 更 後 ６６４，６０１，７６０円 

増額する額   １，９９６，９２０円  

 

○主な変更内容 

 項  目 内  容 

⑴ 
労働者確保に係る

費用の変更 

東日本大震災の復旧・復興事業等における労働者宿舎設

置に関する試行要領に基づき、当該費用を変更計上する

もの。 

 

【専決第５号 工事請負変更契約の締結について 平成２８年２月１２日専決】 

１ 専決処分の理由 

平成２７年第２回南相馬市議会定例会で議決を経た工事請負契約について、

契約内容の一部に変更が生じたため、平成２８年２月１２日付けで専決処分し

たもの。 

２ 変更契約の内容 

契 約 の 目 的 栄町災害公営住宅建設建築主体工事 
施 工 場 所 南相馬市原町区栄町三丁目地内 

契 約 の 相 手 方 
南相馬市原町区大町三丁目３０番地 

石川建設工業株式会社 

契

約

金

額 
変 更 前 ６８１，４８０，０００円 

変 更 後 ６８５，４１７，６８０円 

増額する額  ３，９３７，６８０円  

 

○主な変更内容 

 項  目 内  容 

⑴ 
労働者確保の営繕

費の変更 

東日本大震災の復旧・復興事業等における労働者宿舎設

置に関する試行要領に基づき、当該費用を変更計上する

もの。 

 

 

 

【専決第６号 工事請負変更契約の締結について 平成２８年２月１２日専決】 

１ 専決処分の理由 
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平成２７年第２回南相馬市議会定例会で議決を経た工事請負契約について、

契約内容の一部に変更が生じたため、平成２８年２月１２日付けで専決処分し

たもの。 

２ 変更契約の内容 

契 約 の 目 的 上町・万ヶ災害公営住宅建設建築主体工事 
施 工 場 所 南相馬市小高区上町一丁目地内外 

契 約 の 相 手 方 
南相馬市小高区大井字深町４８番地 

株式会社中里工務店 

契

約

金

額 

変 更 前 ２９８，０８０，０００円 

変 更 後 ３０５，４６９，３６０円 

増額する額  ７，３８９，３６０円  

 

○主な変更内容 

 項  目 内  容 

⑴ 
労働者確保に係る

費用の変更 

東日本大震災の復旧・復興事業等における労働者宿舎設

置に関する試行要領に基づき、当該費用を変更計上する

もの。 

 

【専決第７号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２８年２月１７日専決】 

【専決第８号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２８年２月１７日専決】

【専決第９号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２８年２月１８日専決】

１ 損害賠償の額 

専決 損害賠償の額 
内 訳 

引越等費用 家賃等 慰謝料 就労不能損害 

専決第７号 200,000円 ― ― 200,000円 ― 

専決第８号 200,000円 ― ― 200,000円 ― 

専決第９号 350,000円 ― ― 350,000円 ― 

計 750,000円 ― ― 750,000円 ― 

※損害賠償の額は、市が負担する額 

 
２ 概要 

 平成２７年１月２２日、平成２７年度個人積算線量測定の申込書・同意書を各世 
帯主宛てに送付した際、送付書類の中に記載すべきでない秘匿情報（家庭内暴力

の被害者の避難先住所）を誤って記載し、家庭内暴力の加害者（世帯主等）に、

家庭内暴力の被害を受けている家族員（相手方）の避難先住所を送付してしまい、

相手方に精神的苦痛を与えたものである。転居が完了したことから相手方に対し、
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慰謝料を賠償する。損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわた

り一切の異議申立て､請求､争訟等は行わないことで和解する｡  
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別紙１ 

議案第５４号 財産の取得について 

防災集団移転促進事業 移転促進区域（北右田地区）取得明細書 

番号 所在地 地目 面積(㎡) 

1 南相馬市鹿島区北右田字染師６４番 宅地 1,196.42 

2 南相馬市鹿島区北右田字染師６５番 宅見 316 

3 南相馬市鹿島区北右田字染師６６番 宅見 109 

4 南相馬市鹿島区北右田字染師８４番 田 2,682 

5 南相馬市鹿島区北右田字染師８６番 田 1,661 

6 南相馬市鹿島区北右田字染師８７番 田 1,855 

7 南相馬市鹿島区北右田字染師８８番 畑 869 

8 南相馬市鹿島区北右田字染師９０番 田 666 

9 南相馬市鹿島区北右田字染師９１番１ 田 531 

10 南相馬市鹿島区北右田字染師９２番 畑 326 

11 南相馬市鹿島区北右田字染師１１４番 宅地 210.63 

合計(㎡) 10,422.05 

 


